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Ⅰ　会社の概要

◆ 商号 ＳＭＦＬ信託株式会社  （ＳＭＦＬ　Ｔｒｕｓｔ　Ｃｏｍｐａｎｙ　Ｌｉｍｉｔｅｄ）　　

◆ 設立年月日 平成　７年　１月　６日

◆ 更新年月日 平成２９年　５月　２日 （初回登録：　平成１７年　５月　２日）

◆ 登録番号 関東財務局長（信5）第1号

◆ 営んでいる業務の種類

管理型信託業

財産の管理業務

◆ 営業所

◆ 資本金 １００百万円

◆ 株主構成 三井住友ファイナンス＆リース株式会社（１００％）

◆ 発行済株式総数 ２，０００株

◆ 信託会社及びその子会社等の状況に関する事項

当社は子会社等を保有しておりません

◆ 当社が契約している指定紛争解決機関

一般社団法人　信託協会

連絡先　信託相談所

電話番号　0120-817335　又は　03-6206-3988

Ⅱ　　沿革

平成７年１月 住銀リース株式会社（※）が従属業務子会社としてエス・ビー・エル・サービス株式

会社を設立。資本金１０百万円。

平成１５年９月 資本金を１００百万円に増資（母社 三井住友銀リース株式会社（※）が全額出資）

平成１５年１０月 三井住友銀リース株式会社（※）の事務受託を開始。

商号をＳＭＬＣビジネス株式会社に変更。

平成１７年５月 管理型信託業を登録、管理型信託業務を開始。

商号をＳＭＬＣ信託株式会社に変更。

平成１９年１０月 母社合併（三井住友銀リースと住商リースが合併、新社名 三井住友ファイナンス＆

リース株式会社に商号を変更）に伴い、商号をＳＭＦＬ信託株式会社に変更。

（※）　現　三井住友ファイナンス＆リース株式会社

平成２６年１０月 一般社団法人信託協会に準社員として加盟。

平成２７年１１月 本社移転により、本店所在地が港区西新橋から千代田区一ツ橋に変更。

本店
（登記上・実態上の本社機能を有する本社）

本店
（実態上の本社機能を有する営業所）

大阪支店

〒101-0003　東京都千代田区一ツ橋２－１－１

〒100-8287　東京都千代田区丸の内１－３－２

〒542-0081　大阪市中央区南船場３－１０－１９
　　　　　　　　  銀泉心斎橋ビルディング
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Ⅲ　　組織図および役員一覧

◆ 組織図　（平成２９年３月３１日現在）

◆ 役員一覧　（平成２９年３月３１日現在）

取締役

（氏名） （役職名）

小西　　直樹 代表取締役

仲田　和弘 （非常勤）取締役

田口　真佐夫 （非常勤）取締役

監査役

（氏名） （役職名）

正脇　久昌 （非常勤）監査役

※平成２９年４月１日以降、上記役員に以下の異動がございました。

平成２９年４月１日付で監査役　正脇　久昌　が退任し、同日付で監査役　戸谷　仁 が就任。

三井住友ﾌｧｲﾅﾝｽ&ﾘｰス㈱

監査部
(内部監査部門)

総務事務部

信託企画部

信託事務部

事務部

外部委託先

三井住友ﾌｧｲﾅﾝｽ&ﾘｰス㈱

人事部
(社内研修・研修部門)

三井住友ﾌｧｲﾅﾝｽ&ﾘｰス㈱

日本総合研究所㈱
(電算ｼｽﾃﾑ管理部門)

取締役会株主総会

監 査 役

総務部
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Ⅳ　　信託会社の内部管理の状況に関する事項

◆ 内部管理に関する業務を遂行するための体制について

　当社では信託業法施行規則第40条に規定される、「内部管理に関する業務」を遂行するための規則として、

信託事務規則　第5章にて、①法令遵守の管理に関する規則、②内部監査に関する規則、③内部検査に

関する規則、④財務に関する規則、を定めており、当規則に定めのない事項は当社の他の規定等もしくは

当社の親会社である三井住友ファイナンス＆リース株式会社の社内規定を準用する旨定めております。

（1） コンプライアンス（法令遵守の管理）体制

　当社ではコンプライアンス体制の強化を経営上の重要課題の一つと位置付け、社内規則に定める組織

体制、管理手順等に従いコンプライアンスを確保する体制を整えるとともに、役職員の業務遂行上の行動

規範を取り纏めたコンプライアンスマニュアルを遵守します。

①各部門の機能と役割

　当社のコンプライアンス体制の基本は、「各業務部門が自己責任において自律的に法令を遵守し、事後

に独立した監査部門が厳正な監査を行う二元構造」にあります。各部門の機能と役割は下の図の通りです。
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②行動規範

　当社は公共的使命を担う企業として、また善良な一市民として、常に社会的規範にもとることがないよう

誠実かつ公正な企業行動を選択することを基本的考え方としており、行動規範として以下4つの目標を

掲げております。

（2） 内部監査体制

　当社では、健全経営のための危機管理ならびに資産管理の観点から内部監査部門（三井住友ファイ

ナンス&リース株式会社　監査部　に委託）が内部監査を実施しております。

　内部監査では、当社各部門の経営活動および営業活動の遂行状況、事務の処理状況、資産の保全

状況、危機管理状況等を的確に把握し、それらが当社の方針、計画及び手続に準拠し、適切かつ有効

に行われているかを点検のうえ、指摘、指導、査定ならびに改善提言を行っています。

　なお、各年度の監査項目については前年度の結果・改善事項等を踏まえ、内部監査部門と当社との

間で協議の上で決定しております。また監査項目及び結果については、当社取締役会への報告事項と

定めております。

（3） 内部検査体制

　当社は内部検査として、担当部店にて定める点検項目に基づいた自店検査を毎月実施しております。

検査で指摘事項として挙がった項目については可及的速やかに対応するものとし、検査内容についても

定期的に見直しを行う体制としております。

（4） 財務に関する事項への対応

　当社では財務に関わる事項の担当部署として総務部を設けており、取引の決定については総務部

担当役員の決裁又は承認を要するものとしております。また担当役員が重要又は異例なものと判断

した場合は、代表取締役の決裁を要するものとしております。

  １．お客様本位の徹底                 ２．社会発展への貢献 
 ３．健全経営の堅持                     ４．自由闊達な企業風土 
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Ⅴ　事業の概況　（信託業務及び信託業務以外の業務の状況）

当年度における国内経済は、企業収益が概ね高水準で推移する中、雇用・所得環境の改善を通じて

個人消費に持ち直しの動きが見られたこと等から、緩やかな回復基調が続きました。金融資本市場に

おいては、期初から長短金利ともにマイナス圏で推移していましたが、平成28年9月の日本銀行による

「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」導入以降は、短期政策金利△0.1％、10年物国債利回り

0％程度という金融市場調節方針に沿った形で推移しました。円相場は、世界経済の先行き不透明感

が強まったこと等から、期初からは円高基調で推移しましたが、平成28年11月の米国大統領選挙の結

果を受けて不安定な状況に転じました。

また世界経済は、中国をはじめとした新興国経済の成長ペースが鈍化した一方、米国経済が堅調な

消費に支えられて回復を続けるなど、先進国では緩やかな景気回復が続きました。

国内の民間設備投資は、底堅い企業収益を背景に緩やかな増加基調が継続した一方、リース取扱高

（公益社団法人リース事業協会統計：速報値）は前年比1.3％減少しました。このような状況下、当社グ

ループは安定した収益を確保し、持続的な成長への軌道を確立すべく、営業基盤の拡充と経営基盤

の強化に取り組んでまいりました。 

当社におきましては、管理型信託業及び親会社の業務に係る財産の管理業務を例年同様取組んで

おり、信託案件の取扱い高の拡大に向けて親会社との連携強化を図ってまいりました。

その結果、新規案件の受託件数が7件、受託額が279億円とまずまずの結果となりました。なお、受託

残高については期中約定回収による残高減が新規案件の積上げを上回り、622億円（前年比▲76億

円）の着地となりました。

信託報酬は92百万円と、当初目論んでいた予算を２２百万円上回ることが出来ましたが、取扱高は前

年度比減少したため、前年度比では２百万円の減少となりました。

また、財産管理業務部門では、業務手数料が433百万円と、予算通りとなりましたが、受託業務量は前

年度比減少したため、前年度比では２百万円の減少となりました。

この結果、全社売上は525百万円（前年比39百万円減）、当期純利益は71百万円（前年比11百万円

減）となりました。
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Ⅵ　　信託会社の財産の状況

１．　貸　借　対　照　表

（金額単位：千円）

科目 平成27年度末 平成28年度末 科目 平成27年度末 平成28年度末

（資産の部） （負債の部）

流動資産 622,367 685,508 流動負債 36,414 27,501

　現金及び預金 613,475 677,894 　未払金 3,044 2,967

　未収入金 - - 　未払法人税等 24,289 15,928

　立替金 253 215 　未払消費税等 9,075 7,804

　仮払金 1,208 - 未払事業所税 - 801

　前払費用 829 829 　預り金 5 -

　未収収益 4,485 4,911 固定負債 - -

　繰延税金資産 2,114 1,657 負債合計 36,414 27,501

固定資産 23,249 - （純資産の部）

 有形固定資産 3,954 3,331 株主資本 609,201 680,459

 無形固定資産 - - 　資本金 100,000 100,000

 投資その他の資産 19,294 19,121 　利益剰余金 509,201 580,459

　　差入保証金 10,003 10,000 　　その他利益剰余金 509,201 580,459

敷金保証金 9,131 8,927 　　　繰越利益剰余金 509,201 580,459

    繰延税金資産 159 193 純資産合計 609,201 680,459

資産合計 645,616 707,961 負債・純資産合計 645,616 707,961
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２．　損　益　計　算　書

（金額単位：千円）

科目
平成27年度

自平成27年4月 1日
至平成28年3月31日

平成28年度
自平成28年4月 1日
至平成29年3月31日

営業損益

　売上高 564,450 525,918

　　業務受託手数料 470,368 433,563

　　信託報酬 94,081 92,354

　　再リース料収入 - -

　　その他営業収入 - -

　売上原価 - -

売上総利益 564,450 525,918

　販売費及び一般管理費 436,030 416,246

営業利益 128,419 109,671

　営業外収益

　　営業外収益 251 109

　　　受取利息 134 109

　　　為替差益 117 -

　　　雑収入 - -

　営業外費用 - -

　　　雑損失 - -

経常利益 128,671 109,781

　特別利益 - -

　特別損失 - -

　税引前当期純利益 128,671 109,781

　法人税、住民税及び事業税 45,800 38,100

　法人税等調整額 97 423

当期純利益 82,774 71,257

経常損益の部

特別損益の部

－8 －



３．　株主資本等変動計算書

(1)　平成27年度　株主資本等変動計算書

事業年度（ 自 平成27年4月1日　 至 平成28年3月31日 ） （金額単位：千円）

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

当期首残高 100,000 426,427 526,427 526,427

当期変動額

　当期純利益 82,774 82,774 82,774

当期変動額合計 - 82,774 82,774 82,774

当期末残高 100,000 509,201 609,201 609,201

(2)　平成28年度　株主資本等変動計算書

事業年度（ 自 平成28年4月1日　 至 平成29年3月31日 ） （金額単位：千円）

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

当期首残高 100,000 509,201 609,201 609,201

当期変動額

　当期純利益 71,257 71,257 71,257

当期変動額合計 - 71,257 71,257 71,257

当期末残高 100,000 580,459 680,459 680,459

株主資本　

純資産合計
資本金 株主資本合計

株主資本　

純資産合計
資本金 株主資本合計
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（重要な会計方針に係る事項に関する注記） （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
　　固定資産の減価償却の方法 　　固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 有形固定資産
　　定率法を採用しております。 　　定率法を採用しております。
　　尚、主な耐用年数は次の通りであります。 　　ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物
耐用年数 　　は定額法によっております。
建物付属設備　8年～15年 　　尚、主な耐用年数は次の通りであります。
器具備品　　　　3年～15年 耐用年数

　　　　　　　　　　　　　建物附属設備　8年～15年
その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項 　　　　　　　　　　　　　器具備品　　　　3年～15年

消費税等の会計処理・・・消費税及び地方消費税の会計処理は、
　　　　　　　　　　　　　　　 税抜方式によっております。 その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理・・・消費税及び地方消費税の会計処理は、
（貸借対照表に関する注記） 　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　 税抜方式によっております。
関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権 253 千円 （会計方針の変更に関する注記）
短期金銭債務 164 千円 　　法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却

　方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第32号　
（損益計算書に関する注記） 　平成28年６月17日）を当事業年度に適用し、平成28年４月1日以後
関係会社との取引高 　に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法

営業取引による取引高 　から定額法へ変更しております。なお、この変更による当事業年度の
売上高 470,368 千円   損益に与える影響額はありません。
販売費及び一般管理費 351,821 千円

（追加情報）
（株主資本等変動計算書に関する注記） 　　繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用
当事業年度末における発行済株式の数 　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適

普通株式 2,000 株 　用指針第26号平成28年３月28日）を当事業年度から適用しております。

（税効果会計に関する注記） （貸借対照表に関する注記）
繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

繰延税金資産 短期金銭債権 215 千円
減価償却費 131 千円 短期金銭債務 190 千円
敷金償却費 28 千円
未払事業税 2,114 千円 （損益計算書に関する注記）
繰延税金資産合計 2,274 千円 関係会社との取引高

営業取引による取引高
（金融商品に関する注記） 売上高 433,563 千円
1. 金融商品の状況に関する事項 販売費及び一般管理費 340,427 千円
   当社は、資金運用については、定期預金および短期的な預金等に
　限定しており、銀行等金融機関からの借入による資金調達はしており （株主資本等変動計算書に関する注記）
  ません。 当事業年度末における発行済株式の数
    差入保証金のうち10,000千円は、管理型信託会社登録の際、営業 普通株式 2,000 株
  保証金を東京法務局に供託しているもので、信用リスク等の懸念は
  ございません。 （税効果会計に関する注記）

繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
2. 金融商品の時価等に関する事項 繰延税金資産
   平成28年3月31日（当期の決算日）における貸借対照表計上額、 未払事業税 1,378 千円
　時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。 未払事業所税 278 千円

敷金償却費 99 千円
減価償却費 93 千円

　　繰延税金資産合計 1, 851千円

（金融商品に関する注記）
1. 金融商品の状況に関する事項

当社は、資金運用については、定期預金および短期的な預金
     等に限定しており、銀行等金融機関からの借入による資金調

   達はしておりません。
 差入保証金10,000千円は、管理型信託会社登録の際、営業

　保証金を東京法務局に供託しているもので、信用リスク等の懸念
（注1）金融商品の時価の算定方法に関する事項      はございません。

　資産 2. 金融商品の時価等に関する事項
（1）現金及び預金 平成29年３月31日（当期の決算日）における貸借対照表計上額、
    満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似している   時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
　ことから、当該帳簿価額を時価としております。満期のある預金に
　ついては、預入期間が短期(１年以内）であり、時価は帳簿価額に
  近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
（2）立替金、（3）未収収益
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ
　等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

　負債
（1）未払金、（2）未払法人税等、（3）未払消費税等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ
　等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

（注1）金融商品の時価の算定方法に関する事項

資産
（1）現金及び預金

平成28年度

個 別 注 記 表

平成27年度

個 別 注 記 表

（単位:千円）

貸借対照表計上額 時価 差額

（1）現金及び預金 613,475 613,475 -

（2）立替金 253 253 -

（3）未収収益 4,485 4,485 -

（1）未払金 3,044 3,044 -

（2）未払法人税等 24,289 24,289 -

（3）未払消費税等 9,075 9,075 -

資産

負債

（単位:千円）

貸借対照表計上額 時価 差額

（1）現金及び預金 677,894 677,894 -

（2）立替金 215 215 -

（3）未収収益 4,911 4,911 -

（1）未払金 2,967 2,967 -

（2）未払法人税等 15,928 15,928 -

（3）未払消費税等 7,804 7,804 -

（4）未払事業所税 801 801 -

資産

負債
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（注2）差入保証金（貸借対照表計上額10,003千円）は、市場価格が     満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似していることか
   なく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることが出来ず、時価     ら、当該帳簿価額を時価としております。満期のある預金については、
   を把握することが極めて困難と認められるため、上表には含めて     預入期間が短期(１年以内）であり、当該帳簿価額を時価としておりま
   おりません。   　す。　　　

（2）立替金、（3）未収収益
（関連当事者との取引に関する注記） 　　　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等し

　　　　いことから、当該帳簿価額を時価としております。
負債

（1）未払金、（2）未払法人税等、（3）未払消費税等、（4）未払事
　　　　業所税  これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほ
　　　　ぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
（注2）差入保証金（貸借対照表計上額10,000千円）は、市場価格がなく、
　　　　かつ将来キャッシュ・フローを見積もることが出来ず、時価を把握
　　　　することが極めて困難と認められるため、上表には含めておりませ
         ん。

取引条件及び取引条件の決定方針等 (関連当事者との取引に関する注記)
(注1)価格その他の取引条件は、価格交渉の上で決定しております。
(注2)取引金額には、消費税等を含めておりません。

(１株当たり情報に関する注記)
１株当たり純資産額 304,600 円 96 銭
１株当たり当期純利益 41,387 円 04 銭

(その他の注記)
記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1) 価格その他の取引条件は、価格交渉の上で決定しております。
(注2) 取引金額には、消費税等を含めておりません。

(１株当たり情報に関する注記)
１株当たり純資産額 340,229 円 91 銭
１株当たり当期純利益 35,628 円 95 銭

(その他の注記)
記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

(単位:千円)

種類 会社等の名称
議決権等の所有

(被所有)割合
関連当事者

との関係
取引の
内容

取引金額
(注2)

科目 期末残高

親会社 三井住友ファ
イナンス＆
リース株式会
社

被所有
直接100%

事務受託
営業取引

手数料の受
取(注1)

470,368 ― -

人員の受入 人件費の支
払(注1)

349,301 ― -

(単位:千円)

種類 会社等の名称
議決権等の所有

(被所有)割合
関連当事者と

の関係
取引の
内容

取引金額
(注2)

科目 期末残高

親会社 三井住友ファ
イナンス＆
リース株式会
社

被所有
直接100%

事務受託
営業取引

手数料の受
取(注1)

433,563 ― -

人員の受入 人件費の支
払(注1)

337,673 ― -
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４．　主要な借入先及び借入金額

平成２７年度末 借入なし

平成２８年度末 借入なし

５．　保有有価証券の状況

平成２７年度末

平成２８年度末

６．　財務諸表に関する監査法人等による監査の有無

　当社は平成２９年３月期の計算書類並びにその附属明細について、有限責任あずさ監査法人による、

会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づく監査に準じた監査を受けており、適正意見の監査報告書

を受領しております。

－

－

－

－

－

取得価額 時価 評価損益

－

－

－
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Ⅶ　　信託業務の状況

１．　信託業務の指標

（金額単位：百万円）

信託報酬

信託勘定貸出金残高

信託勘定有価証券残高

信託財産額

(注記）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

２．　信託財産残高表 （金額単位：百万円）

(資産）

金銭債権

その他の金銭債権

現金預け金

預金

資産合計

(負債）

金銭債権の信託

包括信託

負債合計

(注記） １． 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

２． 共同信託他社管理財産はありません。

３． 元本補てん契約のある信託については取り扱っておりません。

３．　信託財産の指標

(1) 金銭信託等の期末受託残高

直近の２事業年度において該当ありません

（注）金銭信託等とは、金銭信託、年金信託、財産形成給付信託及び貸付信託であります。

(2) 信託期間別の金銭信託及び貸付信託の元本残高

直近の２事業年度において該当ありません

平成２７年度

9279

平成２５年度平成２４年度

47

1,065

1,065

94

－－

平成２６年度

94

平成２８年度

69,027

－－ －

61,981

－

－

63,04659,675

－

0

69,027

1,945

1,945

70,972

70,972 63,046

0

70,972 63,046

63,046

61,981

科　　　目 平成２９年３月末平成２８年３月末

－

58,103 53,320 70,972

－
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(3) 金銭信託等の種類別の貸出金及び有価証券の区分ごとの期末運用残高

直近の２事業年度において該当ありません

(4)

直近の２事業年度において該当ありません

(5) 金銭信託等に係る貸出金の契約期間別の期末残高

直近の２事業年度において該当ありません

(6) 担保の種類別（有価証券、債権、商品、不動産、保証及び信用の区分をいう。）の金銭信託等

に係る貸出金残高

直近の２事業年度において該当ありません

(7) 使途別（設備資金及び運転資金の区分をいう。）の金銭信託等に係る貸出金残高

直近の２事業年度において該当ありません

(8) 業種別の金銭信託等に係る貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合

直近の２事業年度において該当ありません

(9) 中小企業等に対する金銭信託等に係る貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合

直近の２事業年度において該当ありません

（注） 中小企業等とは、資本金3億円（ただし、卸売業は1億円、サービス業、小売業及び飲食店は

　　　5千万円）以下の会社又は常用する従業員が300人（ただし、卸売業、サービス業は100人、小

売業及び飲食店は50人）以下の会社若しくは個人であります。

(10) 金銭信託等に係る有価証券の種類別（国債、地方債、社債、株式その他の証券の区分をいう。）の

期末残高

直近の２事業年度において該当ありません

４．　信託財産の分別管理の状況

平成２９年３月末時点で受託をしております信託財産について、以下の方法で分別管理を行っています。

 帳簿上、信託財産が特定できる管理番号を付して分別して記帳。

 関連する書類については信託契約から検索可能な管理番号ごとに保管。

 回収金は案件ごとに開設した口座にて個別に管理。

金銭債権

金銭信託等に係る貸出金の科目別（証書貸付、手形貸付及び手形割引の区分をいう。）の期末残高

資産の区分 分別管理の状況
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ご照会窓口

　
SMＦＬ信託株式会社

　信託企画部　〒１０１－０００３
　　　　　　　　　　東京都千代田区一ツ橋２－１－１
　　　　　　　　　　如水会ビル７F
　　　　　　　　　　TEL　０３－３５１５－００２７


